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インド電子機器・医療機器・医薬品製造に関するインセンティブ制度 

  

はじめに 

 近年インド政府は、電子機器・医療機器・医療品の国内製造を奨励するために各種政策を発

表した。電子機器に関しては中間層の拡大および可処分所得の高まりにより市場の拡大が期待

される。医療機器・医療品に関しては、手ごろな価格での自国製品の普及が求められている。

しかし、これらの分野では、主要な部品・原材料を輸入に依存しており、インドでの製造に必

要なインフラが不足している。本レポートではこうした課題に対処するために発表された各種

政策に関して解説する。本レポートの第 A章では電子機器製造に対する政策を、第 B章では医

療機器・医薬品製造に対する政策を取り上げる。 

 

 

A. 電子機器製造に対する政策1 

 中間層の拡大、可処分所得の増加によりインド電子機器産業の成長が期待されている。イン

ドの電子機器市場は、年平均成長率（GAGR）26.7％を記録し、2014~2015 年度の 1.9 兆ルピ

ーから 2017 年に 3.8 兆ルピーに拡大した。国内 GDP における電子機器産業のシェアは 2.3％

である。今後 2025 年までにインドの電子機器市場は 26 兆ルピーに達すると予測されている。

しかし、2017~2018年度における電子機器の輸入額は 3.4兆ルピーであり、電子機器の約 90％

を輸入に依存している。 

 電子機器における輸入依存からの脱却および国内生産の促進のために政府はさまざまな政策

に取り組んできた。2012 年に電子機器に関する国家政策を政府は発表し、インフラの更新、イ

ンセンティブの付与、イノベーションの促進、人材開発に焦点をあてた政策を講じてきた。例

えば、修正特別インセンティブパッケージ制度（M-SIPS）では、電子機器システムの設計・

製造のバリューチェーンに対してインセンティブを付与し、電気機器製造クラスター制度

（EMC）では、世界水準のインフラ・ロジスティックス・安全基準の整備および税制の合理化

に努めてきた。さらに、2019 年に更新された電子機器に関する国家政策では、チップセットを

含む主要電子部品をインドで開発し、製造のための環境を整備することにより、電子機器シス

テムの設計および製造のためのグローバル・ハブを目指している。2019 年電子機器に関する国

家政策の目的に資するために電子部品・半導体製造促進制度(SPECS)、大規模電子機器製造に

関する生産連動補助制度、修正電子機器製造クラスター制度(EMC 2.0)が近年発表された。 

本章ではこれらの制度の概要に関して解説する。 

 

                                                             
1 出典「National Policy on Electronics 2019」 
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1. 電子部品・半導体製造促進制度(SPECS) 2 

 

概要 

 インド国内における電子機器製造は近年急増してきた。しかし、電子部品を輸入し、

インドで組み立てるビジネスがメインであるためにインドにおける付加価値は 10％

から 30％に留まっている。また、電子部品・半導体・ディスプレイ製造における 

エコシステムの欠如も低い付加価値の要因である。 

 インド政府は電子機器システムの設計・製造（電子機器、中間部品、電子機器製造

サービス等）への投資を促進するために 2007年に特別インセンティブパッケージ制

度（SIPS）を、2012年に修正版 SIPS（M-SIPS）を導入した。修正版 SIPSでは、

電子部品製造に関する資本的支出に対して還付ベースで補助金が付与された（経済

特区（SEZ）の場合は資本的支出の20％、非経済特区（Non SEZ）の場合25％）。

2018年 12月末にM-SIPSの申請が終了し、2020年 4月に電子部品・半導体製造促

進制度（SPECS）が導入された。 

 

 SPECS では、インド国内における電子部品製造のエコシステムを構築し、電子部

品・半導体製造を促進するために、企業に対してインセンティブを付与する。 

 

適用対象 

 新規ユニットの設立、既存ユニットの拡張、近代化・多様化に対する投資が対象。 

 資本的支出には、機械・設備・関連ユティリティ・技術（R&D を含む）が含まれる。

一方、土地あるいは建物の取得・建設コストは対象外。 

 対象製品は以下のとおり。 

 

1) 最低投資額が 5,000万ルピーの場合、 

 SMT（表面実装）部品 

 チップモジュール 

 抵抗器・コンデンサなどの電子応用のための受動部品 

 電気機械部品（Electromechanical components） 

 マグネトロン・導波管・循環装置・連結器・アイソレーター・フィルターなど 

 プリント基板 （PCB）・ PCBラミネート・プリプレグ・フォトポリマー=フィ

ルム・PCB印刷インキ 

 電子応用のためのセンサー・変換器・アクチュエータ・クリスタル 

                                                             
2 出典「Notification issued by Ministry of Electronics and Information Technology dated 1st April 

2020」 
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 カメラモジュール・振動モーター・リンガー 

 USB・データケーブル・HDMIケーブル 

 資本財 

 

2) 最低投資額が 1億 5,000万ルピーの場合、 

 ディスクリート半導体・パワー半導体 

 シリカ・光ファイバーのプリフォーム 

 ディスプレイ・タッチパネル・カバーグラスの組み立て 

 

3) 最低投資額が 2億 5,000万ルピーの場合、 

 微小電気機械システム（MEMS）・ナノ電気機械システム（NEMS）などの

マイクロ・ナノ電子部品 

 組立・検査・マーキング・梱包ユニット 

 

4) 最低投資額が 7億 5,000万ルピーの場合、 

 プラスチック・金属部品 

 

5) 最低投資額が 25億ルピーの場合、 

 化合物半導体・シリコン=フォトニクス=デバイス・オプトエレクトロニクス

部品 

 

6) 最低投資額が 50億ルピーの場合、 

 半導体ウエハー 

 

7) 最低投資額が 100億ルピーの場合、 

 半導体集積回路 

 液晶ディスプレイ・発行ダイオード・有機発行ダイオード 

 

補助金 

 機械・設備・関連ユティリティ・技術（R&D を含む）に対して負担した資本的支出

の 25%をインセンティブとして還付方式で付与。 

 本制度の利用により州政府あるいは地方政府から受領しているインセンティブは 

失効する。 
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対象期間 

 申請期間は本制度の通知（2020年 4月 1日）から 3年間。 

 申請書の受理日から 5年間の投資にインセンティブは利用可能。 

 

その他の条件 

 工場・機械の修繕・修理費用がインセンティブの対象となる機械・設備の総投資額

の 20%を超えてならない。 

 インセンティブを受領した拠点は、商業生産の開始日から 3 年間あるいはインセン

ティブを最後に受領した日から 1 年間のいずれか遅い日まで製造を続けなければな

らない。 

 

 

2. 大規模電子機器製造に関する生産連動補助制度3 

 

概要 

 本制度は携帯電話製造、特定の電子部品の組み立て・検査・マーキング・梱包分野

への大規模投資を呼び込み、国内製造を促進することを目的としている。 

適用対象 

 対象事業の諸条件は次ページの表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 出典「 Notification issued by Ministry of Electronics and Information Technology dated 1st April 

2020」 
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対象事業 基礎条件 

（基準年度は   

2019~20年度） 

インセンテ

ィブ率 

基準年度からの 

投資増加額の条件 

基準年度からの 

製造売上の増加額

の条件 

携帯電話 

（請求価格が 

1万5,000ルピー

以上） 

対象製品に関す

る基準年度の連

結製造売上高が

1,000 億ルピー

超 

Year 1： 6% 

Year 2：6% 

Year 3：5% 

Year 4：5% 

Year 5：4% 

4 年間の最低累積

投資額は 100億ル

ピー 

（単位：億ルピー） 

 

Year 1：25 

Year 2：50 

Year 3：75 

Year 4：100 

（単位：億ルピー） 

 

Year 1： 400 

Year 2： 800 

Year 3： 1500 

Year 4： 2000 

Year 5： 2500 

携帯電話 

（インド企業：

居住インド市民

により所有され

る企業） 

対象製品に関す

る基準年度の連

結製造売上高が

10億ルピー超 

 4 年間の最低累積

投資額は 20 億ル

ピー 

（単位：億ルピー） 

 

Year 1： 5 

Year 2： 10 

Year 3：15 

Year 4： 20 

（単位：億ルピー） 

 

Year 1： 50 

Year 2： 100 

Year 3： 200 

Year 4： 350 

Year 5：500 

指定電子部品 

（以下の 

「指定電子部品」

参照） 

対象製品に関す

る基準年度の連

結製造売上高が

5億ルピー超 

 4 年間の最低累積

投資額は 10 億ル

ピー 

（単位：億ルピー） 

 

Year 1： 2.5 

Year 2： 5 

Year 3： 7.5 

Year 4： 10 

（単位：億ルピー） 

 

Year 1： 10 

Year 2： 20 

Year 3： 30 

Year 4： 45 

Year 5： 60 

 

 指定電子部品は以下のとおり。 

1) SMT（表面実装）部品 

2) トランジスタ・ダイオード・サイリスタなどのディスクリート半導体 

3) 抵抗器・コンデンサなどの電子応用のための受動部品 

4) プリント基板 (PCB)・ PCBラミネート・プリプレグ・フォトポリマー=フィ

ルム・PCB印刷インキ 
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5) 電子応用のためのセンサー・変換器・アクチュエータ・クリスタル 

6) システム=パッケージ(SIP) 

7) 微小電気機械システム（MEMS）・ナノ電気機械システム（NEMS）などの

マイクロ・ナノ電子部品 

8) 組立・検査・マーキング・梱包ユニット 

 

補助金 

 基準年度（2019~2020 年度）から 5 年間において対象製品のインドでの製造売上の 

増加額（基準年からの）に対して 4%から 6%のインセンティブを付与。 

 意思決定機構（Empowered Committee）によりインセンティブの上限が設定され

る。 

 

対象期間 

 申請期間は通知日（2020年 4月 1日）から 4カ月間。 

 本制度は基準年度の FY 2019~2020から 5年間有効。 

 

 

3. 修正電子機器製造クラスター制度(EMC 2.0)4 

 

概要 

 電子機器システム設計・製造分野への投資を呼び込み、インドにおける電子機器製

造のバリューチェーンを構築するために電子機器製造クラスター（EMC）制度を

2012年にインド政府が導入し、世界水準のインフラ構築を支援してきた。EMC制

度は 2017年 10月に募集を締め切ったが、専門家による評価・検証を経て、国内外

の電子機器製造への投資を呼びこむためにインフラ整備の継続が不可欠という結論

に至り、修正電子機器製造クラスター制度(EMC 2.0)が政府により発表された。 

 修正電子機器製造クラスター(EMC 2.0)制度では、電子機器製造クラスターの共有

施設およびアメニティを含めたインフラ構築、コモン・ファシリティ・センターと

しての工業団地内のインフラの更新を支援する。 

                                                             
4  出典「 Notification issued by Ministry of Electronics and Information Technology dated 1st April 

2020 and guidelines issued on 1st June 2020」 
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 本制度では、プロジェクト実施機関により作成されたフィージビリティ・スタデ

ィ・レポートを通じて必要とされる部品も対象となる。 

 

適用対象 

 対象となる機関・組織は以下のとおり。  

 州政府 

 州の執行機関(SIA) 

 中央の公共セクターユニット(CPSU) 

 産業回廊開発公社(ICDC) 

 

 対象となる事業は以下のとおり。 

 極めて重要なサービス（Vital Services） 

 重要なサービス（Essential Services） 

 望ましいサービス（Desirable Services） 

 

 土地に関して以下の条件が付されている。 

 最低 20％（北東州の場合、最低 10％）の土地を購入し、最低 30 億ルピー

（北東州の場合 15億ルピー）を EMCプロジェクトに投資することを電子機

器製造会社が確約すること。 

 土地の 1区画は 200エーカー以上（北東州の場合 100エーカー以上）。 

 土地はプロジェクト執行機関の所有物であること。 

 土地の使用目的は産業用であり、担保に取られていないこと。 

 EMC 制度における既存のクラスターを拡大し、隣接した土地を開発するた

めに EMC 2.0 制度を活用する場合、既存の製造拠点のある土地の 80％が 

割り当てられ、50％の拠点において製造が開始されていなければならない。 

 

補助金 

 電子機器製造クラスター(EMC)プロジェクトおよびコモン・ファシリティ・センタ

ーは、それぞれ以下の資金援助を受けられる。 

 EMC プロジェクト：最大 50％のプロジェクトコスト（上限は 100 エーカー

あたり 7 億ルピー）。大規模エリアでは、プロジェクトごとに補助金を按分

する（上限はプロジェクト 1 件あたり 35 億ルピー）。州政府、州執行機関

（SIA）、中央公共セクターユニット（CPSU）、州公共セクターユニット

（SPSU）、産業回廊開発公社（ICDC）が残りの費用を負担する。 

 コモン・ファシリティ・センター（CFCｓ）：最大75％のプロジェクトコス

ト（上限は 7 億 5,000 万ルピー）。州政府、州執行機関（SIA）、中央公共
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セクターユニット（CPSU）、州公共セクターユニット（SPSU）、産業回

廊社（ICDC）が残りの費用を負担する。 

 

対象期間 

 本制度の申請期間は通知日（2020年 4月 1日）から 3年間。その後 5年間、承認さ

れた事業に対してインセンティブが付与される。 

 

 

 

B. 医療機器・医薬品製造に対する政策5 

 インド政府が 1983年に最初に国家健康政策を発表して以降、その時代の健康課題に合わせた

政策が講じられてきた。2017 年に更新された国家健康政策では、既存の開発政策における 予

防・促進医療、質の高いヘルスケア・サービスの自由な利用を通じたすべての世代への高い水

準の健康と幸福の実現が目標に据えられた。また、その政策の中では、医療機器の 70％を輸入

に依存していることを懸念し、国内製造を促進するためにインセンティブを付与する方針が示

された。さらに、製薬業に関して医薬品の購入に関する手続きを簡素化・透明化、医薬品製造

のための共有施設の整備、医薬品原薬（API）の製造の促進に注力すると述べられている。こ

れらの政策・方針に従い、医療機器の国内製造促進制度、メディカル・デバイス・パーク奨励

制度、バルク・ドラッグ・パーク奨励制度、主要な出発物質、医薬品中間体・原薬に関する生

産連動補助制度、製薬技術改良補助制度が近年発表された。本章ではこれらの制度の概要につ

いて解説する。 

 

1. 医療機器の国内製造促進制度6 

概要 

 インドの医療機器市場は 2018~2019 年度に 5,000 億ルピーを超え、年平均成長率

14.8％で 2021~2022 年度に約 8,600 億ルピーに達すると予測されている。

2018~2019 年度の医療機器の輸入額は約 4,300 億ルピー、輸出額は約 1,600 億ルピ

ーであり、輸入依存度が高い。インド国内での医療機器製造は、十分なインフラ・

サプライチェーン・物流の不足、高い資金調達コスト、不安定な電力、限定的な設

計能力、R&Dおよび技能開発への投資不足という課題を抱えている。 

                                                             
5 出典「National Health Policy 2017」 
6 出典「Press Release on Cabinet approval for promotion of the Domestic Manufacturing of Medical   

Devices in country」 
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 本制度では、上記の課題を克服し医療機器の国内製造を促進することを目的とし、

製造売上の増加に応じてインセンティブが付与される。 

 

適用対象 

 本制度の対象分野は以下のとおり。 

1. がん治療・放射線治療用医療機器 

2. 放射線医学および医用画像機器（電離・非電離放射線製品および核医学画像診

断機器） 

3. カテーテル・腎臓用医療機器を含む麻酔・人工心肺装置 

4. 人工内耳・ペースメーカーなどの埋め込み型電子機器を含むすべてのインプラ

ント 

 

 本政策の適用対象となる投資額および売上高の条件は以下のとおり。 

対象事業 インセンティブ率 基準年度（2019~2020

年度）からの投資増加

額の条件 

基準年度からの製造

売上の増加額の条件 

指定医療機器 

（上記の対象

分野参照） 

Year 1： 5% 

Year 2：5% 

Year 3：5% 

Year 4： 5% 

Year 5： 5% 

3 年間の最低累積投資

額は 18億ルピー 

（単位：億ルピー） 

 

Year 1： 6 

Year 2： 12 

Year 3：18 

（単位：億ルピー） 

 

Year 1: 12 

Year 2: 24 

Year 3: 36 

Year 4: 46 

Year 5: 56 

  

補助金 

 対象事業に関する製造売上の増加額（基準年度は 2019~2020 年度）の 5%をインセ

ンティブとして付与。 

 

対象期間 

 申請期間は通知日から 4カ月間。  

 本制度の有効期間は 2020~2021年度から 2025~2026年度。 
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2. メディカル・デバイス・パーク奨励制度7 

 

概要 

 医療機器産業は資本集約的であり、医療機器製造のエコシステムを創り、製造コス

トを低下させるためにコモン・ファシリティ・センターの充実が不可欠である。 

従来インド政府はコモン・ファシリティ・センターを整備するために医療機器産業

支援制度として 2.5 億ルピーあるいはプロジェクト費用の 70％のいずれか低い金額

を支援してきた。コモン・ファシリティ・センターを整備するための十分な資金を 

確保することを目的として、既存の制度を修正し、メディカル・デバイス・パーク

奨励制度が導入された。 

 

適用対象 

 メディカル・デバイス・パーク内に共有インフラ施設を整備する州政府。 

 共有インフラ施設には、部品検査センター、電波妨害研究所、生体材料・生体適合

性検査センター、真空成形・射出成形センター、医療機器の 2D デザイン・プリン

ト、殺菌・毒性計算、放射能検査センターが含まれる。 

 

補助金 

 四つのメディカル・デバイス・パークに補助金を付与（上限は、パーク 1 カ所あた

り10億ルピーあるいは共有施設のプロジェクトコストの70％のいずれか低い方）。 

 北東州の場合、補助金の上限は 10億ルピーあるいはプロジェクト費用の 90％。 

 

対象期間 

 本制度の対象期間は 2020~2021年度から 2024~2025年度まで。 

 

 

                                                             
7 出典「Notification issued by Ministry Chemicals and Fertilizers – Department of Pharmaceuticals  

dated 28th May 2020」 
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3. バルク・ドラッグ・パーク奨励制度8 

 

概要 

 インドの医薬品市場は数量ベースで世界第 3 位の規模である。また、金額ベースで

世界の医薬品の 3.5％に貢献してきた。しかし、バルク・ドラッグおよび医療品原薬

（API）のような最終製剤を製造するために使用される基礎原料を輸入に依存して

いる。 

 国内バルク・ドラッグ産業における基礎検査・インフラ施設の利用を容易にし、 

付加価値を高めるために政府はこれまでバルク・ドラッグ産業支援制度を進め、 

10 億ルピーあるいはプロジェクト費用の 70％のいずれか低い金額を補助金として 

拠出してきた。十分な資金を確保し、コモン・ファシリティ・センターを整備する

ために既存の制度を修正し、バルク・ドラッグ・パーク奨励制度が導入された。 

 

適用対象 

 三つのバルク・ドラッグ・パークを選定し、州政府による共有インフラ施設の整備

を支援。 

 共有インフラ施設には、溶剤回収・蒸留塔、中央排水処理施設、発電所、気化冷却

システム、インキュベーション施設、共有物流施設、共有検査センターなどが含ま

れる。 

 

補助金 

 補助金は 100 億ルピーあるいは共有インフラ施設のプロジェクトコストの 70％ 

（北東州の場合 90％）のいずれか低い金額。 

 本制度の補助金合計は 300 億ルピー（各バルク・ドラッグ・パークの上限は 100 億

ルピー）。 

 

対象期間 

 本制度の対象期間は、2020~2021年度から 2024~2025年度。 

 

                                                             
8 出典「Notification issued by Ministry Chemicals and Fertilizers – Department of Pharmaceuticals  

dated 2nd June 2020」 
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4. 主要な出発物質、医薬品中間体・原薬に関する生産連動補助制度9 

 

概要 

 インドの医薬品市場は数量ベースで世界第 3 位の規模である。また、金額ベースで

世界の医薬品の 3.5％に貢献してきた。しかし、バルク・ドラッグおよび医療品原薬

（API）のような最終製剤を製造するために使用される基礎原料を輸入に依存して

いる。 

 本制度では、医薬品の安全保障、輸入依存の脱却のために主要な出発物質（Key 

Starting Materials）、医薬品中間体（Drug Intermediates）、医薬品原薬（API）

を選定し、国内製造を促進するために補助金を付与する。 

 

適用対象 

 政府通知の付表に記載の主要な出発物質、医薬品中間体・原薬の製造。 

 グリーンフィールド投資のみ対象となる。 

 

補助金 

 発酵法の場合、主要な出発物質、医薬品中間体・原薬の製造売上の増加額の 20％

（2022~2023 年度から 2025~2026 年度）、15％（2026~2027 年度）、5％

（2027~2028年度）をインセンティブとして付与。 

 化学合成法の場合、主要な出発物質、医薬品中間体・原薬の製造売上の増加額の

10％（2021~2022年度から 2025~2026年度）をインセンティブとして付与。 

 

対象期間 

 申請期間は政府通知から 4カ月。 

 本制度の対象期間は 2020~2021年度から 2027~2028年度。 

 

 

                                                             
9 出典「Notification issued by Ministry Chemicals and Fertilizers – Department of Pharmaceuticals  

dated 2nd June 2020」 
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5. 製薬技術改良補助制度(PTUAS) 10 

 

概要 

 世界保健機構（WHO）の GMP（良い製造慣行）基準を遵守することを目的とし、

2018~2020 年に製造設備の更新のために借入をした中小製薬企業に対する利子補給

制度。 

  

適用対象 

 インド薬品・化粧品法の Schedule M に規定された製造慣行から WHO の基準に  

アップグレードするための機械・電子管理情報システム 

 新規に購入した機械 

  

補助金 

 3年間利子補給が受けられる（借入金上限は INR4,000万ルピー、利子の上限は年利

6％）。 

 

その他の条件 

 対象製薬会社は銀行からの借入金の入金日から2年半以内にWHOから証明書を 取

得すること。 

 借入金の入金から 36カ月以内に輸出売上高の増加額が借入金を上回ること。 

                                                             
10 出典「the Pharmaceutical Technology Upgradation and assistance scheme (PTUAS) available in 

the website of Department of Pharmaceuticals, Government of India」  


